人材紹介基本契約書
※電子契約用サンプル
●●株式会社（以下「甲」という）と、■■株式会社（以下「乙」という）は、乙による甲への人材紹介に関し、以下の通り契約を締結する。
[bookmark: _heading=h.1ue77nnk8ii6]第1条（目的）
乙は甲に対し、甲が希望する条件に合致する求職者（以下「候補者」という）を紹介し、甲乙間の円滑な採用活動を目的とする。
[bookmark: _heading=h.97sctbx26hth]第2条（業務内容）
1. 乙は候補者の選定、情報の提供、面接スケジュールの調整、合否通知の伝達等の業務を行う。
2. 甲は乙に対し、求人票等により正確な採用条件を提示するものとする。
[bookmark: _heading=h.mlfg2udaovvc]第3条（紹介手数料）
1. 本契約に基づく紹介手数料は、紹介された候補者が甲に入社した場合に発生する成功報酬型とする。
2. 紹介手数料の額は、当該候補者の入社時における**「理論年収」の[35]%（消費税別）**とする。
3. 前項の「理論年収」とは、基本給、諸手当（通勤交通費および超過勤務手当を除く）、および賞与（前年度実績または算定基準に基づく額）を合算した額をいう。
[bookmark: _heading=h.7y9na86hz2yn]第4条（通知および請求）
1. 甲は、候補者の採用が内定したときは、速やかに乙に通知し、内定通知書の写し等を送付する。
2. 乙は、候補者が甲に入社した日以降、甲に対して紹介手数料を請求し、甲は翌月末日までに乙の指定する口座に振り込むものとする。
[bookmark: _heading=h.b6ucdtk4dks1]第5条（返還金規定）
乙の紹介により入社した者が、入社後自己の都合または自己の責に帰すべき事由により退職した場合、乙は受領済みの紹介手数料を以下の割合で甲に返還するものとする。
· 入社後1ヶ月未満の退職： 紹介手数料の 80%
· 入社後1ヶ月以上3ヶ月未満の退職： 紹介手数料の 50%
· 入社後3ヶ月以上6ヶ月未満の退職： 紹介手数料の 10%（※交渉により設定）
[bookmark: _heading=h.6k1try1kglr4]第6条（直接雇用の禁止）
甲は、本契約に基づき乙から紹介を受けた候補者について、紹介から1年以内に乙を介さずに直接雇用してはならない。これに違反した場合、甲は乙に対し、第3条に定める紹介手数料相当額を支払うものとする。
[bookmark: _heading=h.ulg8kmuwrg15]第7条（二重紹介の取り扱い）
同一の候補者が複数の紹介会社から紹介された場合、原則として乙から甲へ先に推薦（履歴書等の送付）が行われた方を優先するものとする。
[bookmark: _heading=h.pev2ur7m12cc]第8条（秘密保持および個人情報）
甲および乙は、本業務を通じて知り得た相手方および候補者の秘密情報ならびに個人情報を、第三者に漏洩してはならず、本業務以外の目的に使用してはならない。
[bookmark: _heading=h.bkqjmk4q2owl]第9条（有効期間）
本契約の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までにいずれからも書面による解約の申し出がないときは、さらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
[bookmark: _heading=h.z53mdfq78dpu]第10条（後文※電子契約用） 
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の上で電子署名を施し、各自その電磁的記録を保存するものとする。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。

0000年00月00日


甲
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社〇〇〇
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　

乙
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社□□□□
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　



※注意事項
当契約書は参考雛形となりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。
ご利用の際には必ず専門家とご相談し内容を変更の上ご利用ください。
